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◆市税収入歩合 ～滞納繰越分の収入歩合、4年連続で46％超を達成～
　「収入歩合」とは確定した納付すべき額（調定額）に対する、実際に納付された額（収
入済額）の割合です。また、前年度以前に課税されたもので課税した年度内に納付
されず、翌年度以降に繰り越された税額を「滞納繰越分」といい、磯子区では滞納
の解消・防止に向けた取組を行うことで、収入歩合の向上を目指しています。

〈滞納繰越分収入歩合〉
磯子区 横浜市
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〔磯子区税務課〕
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